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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとし、出会いの証である名刺を軸として、出会いの持つ可能性を再発見し、ビジネスそし
て出会いそのもののあり方にイノベーションを起こすサービスを提供することにより、持続的な企業価値の最大化と社会への貢献を実現し、全ての
ステークホルダーから継続的な信頼を得ることが重要であると認識しています。

当該認識の下、当社では監査等委員会の設置により経営の意思決定と業務執行の監理監督において透明性を確保するとともに、取締役会にお
いて定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを構築し運用の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの維持・強化
に努めています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

寺田　親弘 10,870,000 34.91

DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 1,355,000 4.35

A-Fund, L.P. 1,280,000 4.11

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,187,000 3.81

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,131,100 3.63

富岡　圭 1,040,000 3.34

特定金外信託受託者　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 1,010,000 3.24

JP MORGAN CHASE BANK 385632 906,347 2.91

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 790,189 2.54

塩見　賢治 580,000 1.86

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 5 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当なし



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

横澤　靖子 弁護士

赤浦　徹 他の会社の出身者

本多　央輔 他の会社の出身者 ○

石川　善樹 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

横澤　靖子 ○ ○
TMI総合法律事務所　

カウンセル

弁護士としての企業法務やコンプライアンス等
に関する専門的な知識を有しており、法律的側
面からの意見具申等を期待して、社外取締役
に選任しています。

また、当社との間に特別な利害関係等が無く、
一般株主との利益相反が生ずるおそれがない
ことから、独立役員として指定しています。



赤浦　徹 ○ 　
インキュベイトファンド

ゼネラルパートナー

インキュベイトファンドのゼネラルパートナーと
して、ベンチャーキャピタル事業における長期
の職務経験と他の会社における役員としての
豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広
い見識を有しており、経営全般についての助
言・提言を期待し、社外取締役に選任していま
す。

本多　央輔 ○ 　
DCMベンチャーズ

ゼネラルパートナー

DCMベンチャーズのゼネラルパートナーとし
て、ベンチャーキャピタル事業における多彩な
職務経験と他の会社における役員としての豊
富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い
見識を有しており、経営全般についての助言・
提言を期待し、社外取締役に選任しています。

石川　善樹 ○ ○ －

医学博士並びにデータサイエンティストとして、
データ分析・活用領域における専門的かつ豊
富な知識を有しており、また自身も創業並びに
経営に携わる事業会社での職務経験を通じて
培われた経営者観点での助言・提言を期待し
て社外取締役に選任しています。

また、当社との間に特別な利害関係等が無く、
一般株主との利益相反が生ずるおそれがない
ことから、独立役員として指定しています。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 0 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置しています。当該組織に専従する事務局員を配置の上、当該事務局員が
監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員でない取締役の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたっ
ています。また、当該事務局員の人事評価、人事異動等については、監査等委員会と協議の上、決定することとしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は内部監査室と定期的に内部監査実施状況等について情報交換を行っています。更に、監査等委員と内部監査室は、会計監査人
が都度開催する監査講評に同席することによって情報の共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題について随時意見交換等を
行うことで、健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び
相互補完をもって推進しています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社との間に特別な利害関係等がなく、一般株主との利益
相反が生ずるおそれがないとして、横澤氏及び石川氏を独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として導入したストックオプション制度に加え、当社グループの現在及び将来の役職
員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として「新株予約権信託」及び「業績目標連動型募集新株予約権」を導入して
います。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

当社グループの中長期的な成長及び企業価値向上と、対象者の受ける利益とを連動させ、会社に対する対象者の貢献意欲を高めることを目的と
してストックオプション制度を採用しています。各対象者への付与数は、役職並びに期待役割（ミッショングレード）等に応じて、決定しています。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っていません。なお、有価証券報告書において、役員区分ごとの総
額を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役（監査等委員である者を除く）の報酬等については、株主総会で決議された年額報酬総額（3億円）の範囲内において支給するものとし、各
取締役の支給額については、取締役の授権を受けた代表取締役が各人の所管する部門の業績等を総合的に勘案のうえ決定しています。また、
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された年額報酬総額（5千万円）の範囲内において、監査等委員会の協議により決
定しています。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対しては、取締役会の開催に際し、取締役事務局を担う総務法務部が事前資料配布や議題の内容説明等を行うこととしています。

また、監査等委員を補佐する組織として監査等委員会事務局を設置し、専従事務局員が監査等委員の職務に関する一切の業務を行っています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下の通りです。

（取締役会）

　当社の取締役会は、監査等委員である取締役4名を含む取締役10名で構成されており、監査等委員である取締役は全員が社外取締役です。社
外取締役には、他の会社の役員経験を有する者や企業法務及びコンプライアンスに精通する法律専門家等を招聘し、各自の豊富な実務経験に
基づく企業経営に関する知見を活用するとともに、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進して
います。

取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を原則毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催していま
す。

取締役会は、定款及び法令に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思決定機関として機能しています。

（監査等委員会）

　当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名によって構成され、その全員が社外取締役です。監査等委員である取締役には弁護士や
企業経営について独立した観点を有する者も含まれており、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しています。

　監査等委員である取締役は、取締役会その他において、取締役の職務執行について適宜意見を述べています。

監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査・監督を行うため、監査計画に基
づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、内部監査室及び会計監査人との会合も設け、監査に必要な情報の共有化を図ってい
ます。

内部監査及び監査等委員監査、会計監査の状況

（内部監査）

当社の内部監査は、内部監査室所属の１名及び内部監査室長が指名する内部監査人2名が担当しています。内部監査は、当社の経営目標の達
成と安定的な事業運営に寄与するために、当社にて整備・運用されている内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘し
且つ改善に向けた助言を行うことを目的としています。内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、代表取締役社長による承認を得た
上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の
確認を行います。内部監査は内部監査室に所属する1名及び内部監査室から指名を受けた他の者が行っています。



内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有化を図っています。

（監査等委員会監査）

当社の監査等委員会は、社外取締役4名により構成されています。監査等委員会は監査等委員会規程に基づき、監査等委員会で決定された監
査基準、監査方針、監査計画及び監査の方法等に従い監査業務を行っています。

監査等委員会は、監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室
による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受け、監査等委員会において情報を共有しています。また、監査等委員と代表取締役との
間で十分な意思疎通を図り相互認識を深めるため、監査上の重要課題等をテーマに意見交換を実施しています。

また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。さらに、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めています。

なお、監査等委員である社外取締役 横澤靖子は弁護士の資格を有しており、その専門的立場から、当社の法務等に関する提言及び助言を行っ

ています。

（会計監査の状況）

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しています。同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係
はありません。業務を執行する公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は以下の通りです。

・業務を執行する公認会計士の氏名

指定有限責任社員・業務執行社員 金塚 厚樹

指定有限責任社員・業務執行社員 鶴　 彦太

・監査業務における補助者の構成

公認会計士 4名

その他　 7名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の透明・公正かつ迅速な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンス体制の構築に向け、現在のコーポレート・ガバナンス体制が、
取締役会の意思決定・監督機能強化と業務執行の迅速化を実現できる企業統治システムと判断し、現体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 第13回定時株主総会より開催日の3週間前までの早期発送に努めています。

集中日を回避した株主総会の設定
当社の株主総会を開催する8月には、過度な集中日はないと考えていますが、より多くの
株主が参加できるよう、集中日を避けた開催日となるよう留意します。

電磁的方法による議決権の行使
株主の皆様による積極的な議決行使を行っていただくため、第13回定時株主総会より、イ
ンターネットを通じた議決権の行使が可能となっています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第13回定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プ
ラットフォームの利用を開始しています。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページ等にて、英語版の招集通知を日本語版と同日に掲載しています。

その他
株主の皆様の総会議案の十分な検討期間を確保し、株主総会の活性化及び議決権行使
の円滑化を図るべく、第13回定時株主総会より招集通知を発送に先立ち当社のホーム
ページへ掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

株主・投資家の皆様に透明性・公平性・継続性を基本にした情報提供に努め
ており、IR活動の基本方針、情報開示方法について当社ホームページに掲載
しています。

IRポリシー：https://ir.corp-sansan.com/ja/ir/policy.html

個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき事項として考えています。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎に年４回、代表取締役社長や執行役員によるアナリスト・機関投資家
向け決算説明会を実施し、業績や経営方針等を説明しています。また、当該説
明会の模様は、動画形式やスクリプト（文章の書き起こし）形式にて当社ホー
ムページのIRサイトに掲載しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

決算説明会の模様を英語翻訳した動画や英語スクリプト付き決算説明資料を
当社ホームページのIRサイトに掲載しています。また、定期的に欧州、米州、ア
ジア等の海外機関投資家との電話会議・カンファレンス等を通じて情報提供し
ており、2019年11月には、代表取締役社長及び取締役による北米の機関投資
家訪問を実施しました。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページのＩＲサイトに決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、
四半期報告書、株主総会招集通知、株主総会プレゼンテーション資料、決算
説明資料、決算補足資料、よくあるご質問等を掲載しています。主なIR資料に
ついては、和文とともに英文も同時に開示しています。

IRサイト：https://ir.corp-sansan.com/ja/ir.html

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当役員：取締役／CFO 橋本　宗之

IR担当部署：IRグループ

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとし、出会いの証である名刺を
軸として、出会いの持つ可能性を再発見し、ビジネスそして出会いそのもののあり方にイノ
ベーションを起こすサービスを提供することにより、持続的な企業価値の最大化と社会へ
の貢献を実現し、全てのステークホルダーから継続的な信頼を得ることが重要であると認
識しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

「いつか会社が成長してからではなく、”いま”から始めよう」をコンセプトに、本業を通じて
社会課題を解決するCSV活動「NOW」を2011年に立ち上げ、以下の2つの取り組みを行っ
ています。

CSV活動サイト：https://jp.corp-sansan.com/csv/

●Scan for Trees

サービスの原点である名刺を通じ、環境問題と地域復興をサポートする取り組みです。
「Sansan」でデータ化した名刺枚数に応じて植樹が必要な土地に木を植える活動を実施し
ており、これまでの植樹合計本数は7,224本にのぼります。（2020年8月1日現在）

●Sansan for NPO

社会課題の解決に取り組むNPO法人の活動支援として、「Sansan」をNPO向けにカスタマイ
ズし、IT投資が難しいNPOにも導入しやすい特別価格で提供しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページや決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開
示を行います。

その他

●女性の活躍を支援する制度・環境

当社グループが掲げるミッションを実現し、事業成長を加速するためには、社員1人ひとり
が成果を最大化し、持続的成長を続けていくことが重要であると考え、働く社員の生産性

の向上を目的とした環境整備に取り組んでいます。女性の活用の点においては、性別に関
係なく、働きやすい環境を目指して、女性の産前産後休業・育児休業取得者の早期職場復
帰の後押しとして、保育園料の全額補助やタクシー代補助による入園・通園支援制度、働
くママの仕事との両立をサポートすることを目的としたベビーシッター料の補助制度を設け
ています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを構築するとともに運用の徹底を図ること
で、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めています。

イ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（法令定款遵守体制）

・取締役及び従業者は、当社の経営理念並びに行動準則である「Sansanのカタチ」に則り、法令及び定款を始めとする社内規程を遵守することは
もとより、高い倫理観に基づく適正な企業活動を行う。

・代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室による内部監査を実施し、法令や定款、社内規程等に基づく業務執行が行われているかを
確認するとともに、発見された課題については、随時改善を図る。

ロ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（情報保存管理体制）

・取締役の職務執行に関する文書、帳票類、電磁的記録等の各種情報を「文書管理規程」に基づき、機密度に応じて分類の上、保存・管理する。

・取締役は、当該文書及び記録を常時閲覧することができる。

ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（損失危機管理体制）

・当社の事業活動に潜在する各種リスクについては、社内規程及び対応体制の整備を通じ、適切に管理する。

・個人情報の適切な取扱いを最重要視し、個人情報保護管理者を設けると共に、「個人情報保護基本規程」を中心とした各種社内規程を定め、個
人情報管理に伴うリスクの極小化を図る。

・情報システムにおけるセキュリティ及びリスク管理に関する責任と権限を有する最高情報責任者を選任し、「情報システム管理規程」を定め、情
報セキュリティリスクの低減に努める。

・当社に重大な損失の発生が予測される各種リスクが顕在化した場合、取締役は速やかに監査等委員会に報告を行う。

ニ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（効率性確保体制）

・取締役で構成する定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び取締役会規程に則り、重要事項につい
て審議・決定を行い、また業務執行取締役からの報告を受け、業務執行状況についての監督を行う。

・「取締役会規程」をはじめとした社内規程を整備し権限及び責任を明確化することにより、適切かつ効率的な意思決定体制を構築する。

ホ）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（企業集団内部統制）

・当社の経営理念並びに行動準則である「Sansanのカタチ」について子会社とも共有し、当社グループ全体における業務運営の倫理上及び業務
上の指針とする。

・内部監査室は、当社及び子会社の業務運営が法令、定款、社内規程等を遵守しているかを確認するため、定期的に監査を実施する。

ヘ）財務報告に係る内部統制体制（財務報告の適正性を確保するための体制）

・当社及び子会社の財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法その他当社及び子会社に適用される国内外の法令等に基づき、「財務
報告に係る内部統制基本方針」をはじめとする社内規程を整備し、適切に運用する。

・財務報告に関するモニタリング体制を整備・運用し、それらを通じて内部統制上の問題（不備）が把握された場合には、適時・適切に報告される
体制を整備する。

・IT（情報インフラ）について、財務報告に係る内部統制に関し有効かつ効率的に利用するとともに、それらの全般統制及び業務処理統制について
適切に対応する。

ト）監査等委員会の職務を補助すべき事務局に関する事項、当該事務局員の独立性に関する事項及び当該事務局員に対する指示の実効性の
確保に関する事項(監査等委員会事務局及び事務局員の設置)（監査等委員会事務局員の独立性）（監査等委員会事務局員への指示実効性確
保）

・監査等委員会に直属する事務局を設置し、監査等委員の職務補助に専従する事務局員を置く。

・当該事務局員に対する指揮命令権限は監査等委員会に専属させ、その選任・異動・人事考課・処分等の人事に関する事項については、監査等
委員会に事前通知の上、同意を得る。

チ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制(監査等委員会への報告体制)

・取締役及び従業者は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項や内部監査の実施状況を速やかに報告す
るとともに、監査等委員会からの要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行う。

・「内部通報制度規程」を制定し、その定めに基づく運用より、適切な報告体制を確保するとともに、当該制度を利用して報告を行った取締役及び
従業員に対し、当該報告を理由とした不利な取り扱いを行わない。

リ）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(監査等委員会監査の実効性確保のための体制)

・代表取締役社長は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図る。

・監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行う他、内部監査室とも連携し、随時情報交換を行う。

・監査等委員会がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、これに応じる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

ａ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は「反社会的勢力に対する基本方針」を制定するとともに、社内外への掲示と各社内規程の整備・運用を通じた遵守体制の確保維持により、
公明正大かつ責任ある企業活動に努めています。

ｂ．反社会的勢力排除に向けた整備状況

（ａ）社内規程の整備状況

当社は、全役職員が「反社会的勢力に対する基本方針」をはじめとした社内規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組む体制を整えています。

また「販売管理の反社会的勢力の調査に関する細則_」及び「購買外注業務の取引に関する細則」を業務規程として制定し、反社会的勢力との
取引を発生させない体制を整えています。

（ｂ）対応統括部署及び不当要求防止責任者

当社は、反社会的勢力への対応体制として以下の体制を構築しています。

・統括責任者：総務法務部管掌役員

・統括部門：法務部門

・対応部門：取引先に対する対応部門

（ｃ）反社会的勢力排除の対応方法

ⅰ．新規取引先・株主・役職員について

原則として、民間の調査ツールを用い、反社会的勢力との関係の有無を調査しています。

取引の開始時には、各種契約書等において、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係を持った場合」の契約解除条項を明記すること



としています。

ⅱ．既取引先等について

既存の全取引先について、民間の調査ツールを用い、反社会的勢力との関係の有無を調査しています。また、通常必要と思われる注意を払うとと
もに、一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しています。

ⅲ．既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合

速やかに取引関係等を解消する体制をとっています。

（ｄ）外部の専門機関との連携状況

外部講習会やセミナー等を通じて、反社会的勢力との関係排除の重要性について研鑽を重ねています。また、所轄警察担当係及び加盟暴力追
放運動推進センター・顧問弁護士と連携体制を構築しています。

（ｅ）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

当社は、対応統括部門に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しています。

（ｆ）研修活動の実施状況

当社は、新入社員の入社時に提出する誓約書にて、反社会的勢力に該当しないことの誓約を行っており、誓約にあたって反社会的勢力排除の重
要性を説明しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制に関するフローの模式図を参考資料として添付しています。




